
法科大学院における「飛び入学」・「早期卒業」の状況について（概要）

司法試験合格状況について

入学状況について

入学者数[人] （全体に占める割合）
うち飛び入学・早期卒業による

入学者数[人] （全体に占める割合）
飛び入学・早期卒業による
入学者の実績がある大学[校]

平成16～26年度 平成16～26年度 平成16～26年度

うち平成26年度 うち平成26年度 うち平成26年度

未修者 27,321 (55.9％) 811 (35.7％) 483 (1.0％) 15 (0.7％) 34 9

既修者 21,590 (44.1％) 1,461 (64.3％) 80 (0.2％) 15 (0.7％) 15 7

計 48,911 (100％) 2,272 (100％) 563 (1.2％) 30 (1.3％) 36 12

司法試験受験期間の終了した平成17～21年度修了者の
司法試験合格状況

うち飛び入学・早期卒業による入学した者の
司法試験合格状況

修了者数[人]
（全体に占める割合）

合格者数[人]
（全体に占める割合）

合格率
修了者数[人]

（全体に占める割合）
合格者数[人]

（全体に占める割合）
合格率

未修者 11,198 (52.3％) 3,828 (36.1％) 34.2％ 160 (0.8％) 107 (1.0％) 66.9％

既修者 10,093 (47.4％) 6,767 (63.9％) 67.0％ 22 (0.1％) 15 (0.1％) 68.2％

計 21,291 (100％) 10,595 (100％) 49.8％ 182 (0.9％) 122 (1.2％) 67.0％

（文部科学省調べ）

※平成26年司法試験合格者のうち、学部在学中（出願時）の者は47人。

（文部科学省調べ）

「飛び入学」・「早期卒業」による法科大学院への入学状況の推移

（文部科学省調べ）

飛び入学・早期卒業による入学者数[人] （当該年度の入学者数全体に占める割合）

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

未修者・既修者
28 40 56 66 91 76 70 52 23 31 30

(0.49%) (0.72%) (0.97%) (1.16%) (1.69%) (1.57%) (1.70%) (1.44%) (0.73%) (1.15%) (1.32%)

うち既修者
3 4 3 4 9 9 12 9 5 7 15

(0.05%) (0.07%) (0.05%) (0.07%) (0.17%) (0.19%) (0.29%) (0.25%) (0.16%) (0.26%) (0.66%)
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飛び入学・早期卒業による入学者数（未修者・既修者） 飛び入学・早期卒業による入学者数（既修者）

飛び入学・早期卒業による入学者数が全体に占める割合（未修者・既修者） 飛び入学・早期卒業による入学者数が全体に占める割合（既修者）
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○ 「飛び入学」による入学の仕組みを持つ大学は52校、うち既修者まで対象とする大学は43校（平成26年度入学者選抜時点）

入学者の実績がある大学は29校、うち既修者の実績がある大学は8校
「飛び入学」による入学者数は計313人（既修者：39人、未修者：274人）（平成16～26年度）

○ 「早期卒業」による入学者の実績がある大学は21校、うち既修者の実績がある大学は10校
「早期卒業」による入学者数は計250人（既修者：41人、未修者：209人）（平成16～26年度）

法科大学院における「飛び入学」・「早期卒業」の状況について①

入学状況について

入学年度 入学者数
(A)

うち「飛び入学」による入学者数 うち「早期卒業」による入学者数

計
(B)

（％）
(B/A)

既修者
(C)

（％）
(C/A)

未修者
(D)

（％）
(D/A)

計
(E)

（％）
(E/A)

既修者
(F)

（％）
(F/A)

未修者
(G)

（％）
(G/A)

平成１６年度 5,767 25 0.43% 3 0.05% 22 0.38% 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%

平成１７年度 5,544 33 0.60% 4 0.07% 29 0.52% 7 0.13% 0 0.00% 7 0.13%

平成１８年度 5,784 47 0.81% 2 0.03% 45 0.78% 9 0.16% 1 0.02% 8 0.14%

平成１９年度 5,713 37 0.65% 3 0.05% 34 0.60% 29 0.51% 1 0.02% 28 0.49%

平成２０年度 5,397 42 0.78% 5 0.09% 37 0.69% 49 0.91% 4 0.07% 45 0.83%

平成２１年度 4,844 37 0.76% 4 0.08% 33 0.68% 39 0.81% 5 0.10% 34 0.70%

平成２２年度 4,122 32 0.78% 7 0.17% 25 0.61% 38 0.92% 5 0.12% 33 0.80%

平成２３年度 3,620 20 0.55% 2 0.06% 18 0.50% 32 0.88% 7 0.19% 25 0.69%

平成２４年度 3,150 10 0.32% 2 0.06% 8 0.25% 13 0.41% 3 0.10% 10 0.32%

平成２５年度 2,698 19 0.70% 4 0.15% 15 0.56% 12 0.44% 3 0.11% 9 0.33%

平成２６年度 2,272 11 0.48% 3 0.13% 8 0.35% 19 0.84% 12 0.53% 7 0.31%

合計 48,911 313 0.64% 39 0.08% 274 0.56% 250 0.51% 41 0.08% 209 0.43%

（文部科学省調べ）

（文部科学省調べ）

法科大学院における「飛び入学」・「早期卒業」の状況について②

○ 「飛び入学」により入学した者の標準修業年限修了率は87.3％（既修者：90.6％、未修者：86.8％）（平成16～24年度）

○ 「早期卒業」により入学した者の標準修業年限修了率は84.7％（既修者：92.3％、未修者：83.6％）（平成16～24年度）

【参考】 平成25年度に修了した者の標準修業年限修了率は68.7％（既修者：83.0％、未修者53.5％）

修了状況について

入学年度

「飛び入学」により入学した者の修了状況 「早期卒業」により入学した者の修了状況

入学者数 標準修業年限修了者数・標準修業年限修了率 入学者数 標準修業年限修了者数・標準修業年限修了率

計
（A）

既修者
（B）

未修者
（C）

計
(D)

（％）
(D/A)

既修者
(E)

（％）
(E/B)

未修者
(F)

（％）
(F/C)

計
（G）

既修者
（H）

未修者
(I)

計
(J)

（％）
(J/G)

既修者
(K)

（％）
(K/H)

未修者
(L)

（％）
(L/I)

平成１６年度 25 3 22 21 84.0% 2 66.7% 19 86.4% 3 0 3 3 100.0% 0 - 3 100.0%

平成１７年度 33 4 29 30 90.9% 4 100.0% 26 89.7% 7 0 7 6 85.7% 0 - 6 85.7%

平成１８年度 47 2 45 40 85.1% 2 100.0% 38 84.4% 9 1 8 8 88.9% 1 100.0% 7 87.5%

平成１９年度 37 3 34 32 86.5% 2 66.7% 30 88.2% 29 1 28 26 89.7% 1 100.0% 25 89.3%

平成２０年度 42 5 37 39 92.9% 5 100.0% 34 91.9% 49 4 45 46 93.9% 4 100.0% 42 93.3%

平成２１年度 37 4 33 31 83.8% 4 100.0% 27 81.8% 39 5 34 34 87.2% 5 100.0% 29 85.3%

平成２２年度 32 7 25 28 87.5% 6 85.7% 22 88.0% 38 5 33 28 73.7% 5 100.0% 23 69.7%

平成２３年度 20 2 18 17 85.0% 2 100.0% 15 83.3% 32 7 25 23 71.9% 5 71.4% 18 72.0%

平成２４年度 2 2 2 100.0% 2 100.0% 3 3 3 100.0% 3 100.0%

合計 275 32 243 240 87.3% 29 90.6% 211 86.8% 209 26 183 177 84.7% 24 92.3% 153 83.6%
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法科大学院における「飛び入学」・「早期卒業」の状況について③

○ 「飛び入学」により入学した者の司法試験累積合格率は64.7％（既修者：66.7％、未修者：64.4％）（平成17～25年度）

○ 「早期卒業」により入学した者の司法試験累積合格率は61.4％（既修者：66.7％、未修者：60.6％）（平成17～25年度）

【参考】 平成25年度までに修了した者の司法試験累積合格率は46.1％（既修者：63.6％、未修者30.9％）

司法試験合格状況について

修了年度

「飛び入学」により入学した者の司法試験合格状況 「早期卒業」により入学した者の司法試験合格状況

修了者数 司法試験合格者数・司法試験合格率 修了者数 司法試験合格者数・司法試験合格率

計
（A）

既修者
（B）

未修者
（C）

計
(D)

（％）
(D/A)

既修者
(E)

（％）
(E/B)

未修者
(F)

（％）
(F/C)

計
（G）

既修者
（H）

未修者
(I)

計
(J)

（％）
(J/G)

既修者
(K)

（％）
(K/H)

未修者
(L)

（％）
(L/I)

平成１７年度 2 2 0 2 100.0% 2 100.0% 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 -

平成１８年度 23 4 19 16 69.6% 3 75.0% 13 68.4% 3 0 3 1 33.3% 0 - 1 33.3%

平成１９年度 28 2 26 20 71.4% 2 100.0% 18 69.2% 7 1 6 7 100.0% 1 100.0% 6 100.0%

平成２０年度 42 2 40 28 66.7% 0 0.0% 28 70.0% 9 1 8 6 66.7% 0 0.0% 6 75.0%

平成２１年度 38 6 32 25 65.8% 4 66.7% 21 65.6% 30 4 26 17 56.7% 3 75.0% 14 53.8%

平成２２年度 39 4 35 26 66.7% 4 100.0% 22 62.9% 47 5 42 34 72.3% 4 80.0% 30 71.4%

平成２３年度 33 6 27 22 66.7% 2 33.3% 20 74.1% 36 5 31 25 69.4% 2 40.0% 23 74.2%

平成２４年度 29 2 27 15 51.7% 2 100.0% 13 48.1% 30 5 25 15 50.0% 3 60.0% 12 48.0%

平成２５年度 18 2 16 9 50.0% 1 50.0% 8 50.0% 27 3 24 11 40.7% 3 100.0% 8 33.3%

合計 252 30 222 163 64.7% 20 66.7% 143 64.4% 189 24 165 116 61.4% 16 66.7% 100 60.6%

５
年
３
回
終
了

概
ね
３
回
終
了

３
回
未
了

（文部科学省調べ）
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少

な
く

と
も

（
Ａ

）
又

は
（

Ｂ
）

の
一

方
に

該
当

す
る

法
科

大
学

院
は

7
2
校

（
約

9
9
％

）
。
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（
別

添
）

（
平
成
２
５
年
度
）

対
象

者
選

考
条

件
貸

与
等

月
額

国
立

A
大

学

入
学

定
員

2
4
0
名

①
２

５
年

度
４

月
入

学
者

（
１

０
名

）
②

２
４

年
度

か
ら

の
継

続
者

(欠
員

募
集

含
む

）
（
１

５
名

）

①
２

５
年

度
に

法
科

大
学

院
（
法

曹
養

成
専

攻
）
に

入
学

し
た

者
で

来
年

度
も

在
学

を
予

定
し

て
い

る
者

②
２

４
年

度
に

受
給

し
て

い
た

者
。

２
５

年
度

の
欠

員
募

集
は

「
３

年
次

既
修

」
を

対
象

と
し

て
募

集

給
付

　
月

8
0
,0

0
0
円

私
立

B
大

学

入
学

定
員

2
3
0
名

①
入

学
試

験
優

秀
者

（
2
0
名

）
②

原
級

留
置

者
を

除
く
全

て
の

在
学

生
③

4
名

①
入

学
試

験
優

秀
者

②
原

級
留

置
者

を
除

く
全

て
の

在
学

生
③

人
物

・
学

業
成

績
共

に
優

秀
で

あ
り

、
か

つ
経

済
的

理
由

に
よ

り
修

学
が

困
難

な
者

。

①
減

免
　

標
準

授
業

料
全

額
②

給
付

　
4
0
0
,0

0
0
円

③
給

付
　

5
0
0
,0

0
0
円

私
立

C
大

学

入
学

定
員

3
5
名

①
法

科
大

学
院

生
（
各

学
年

１
２

名
）

②
法

科
大

学
院

生
（
各

学
年

１
０

名
）

③
法

科
大

学
院

生
（
各

学
年

７
名

）
④

法
科

大
学

院
生

（
各

学
年

１
０

名
）

⑤
法

科
大

学
院

生
（
希

望
者

）
⑥

法
科

大
学

院
生

（
希

望
者

）

①
各

学
期

の
成

績
優

秀
者

②
人

物
、

入
試

成
績

、
経

済
③

入
学

試
験

の
成

績
優

秀
者

④
人

物
、

入
試

成
績

⑤
希

望
者

全
員

（
本

学
法

科
大

学
院

が
定

め
る

受
給

上
限

の
範

囲
内

）
⑥

希
望

者
全

員
（
本

学
法

科
大

学
院

が
定

め
る

受
給

上
限

の
範

囲
内

）

①
給

付
　

半
期

3
0
万

円
②

給
付

　
年

額
3
0
万

円
③

減
免

　
年

額
1
0
0
万

円
④

給
付

　
年

間
3
0
万

円
⑤

貸
与

（
無

利
息

）
　

月
額

5
万

円
⑥

貸
与

（
有

利
息

）
　

上
記

、
貸

与
奨

学
金

で
足

り
な

い
場

合
の

み
、

月
額

6
、

7
、

8
、

9
、

1
0
万

円
か

ら
選

択
。

な
お

、
5
万

円
ま

で
は

無
利

子

私
立

D
大

学

入
学

定
員

2
7
0
名

①
本

研
究

科
入

学
者

選
抜

試
験

を
受

験
し

、
か

つ
入

学
の

意
思

が
あ

る
者

（
２

０
名

上
限

）
②

本
研

究
科

入
学

者
選

抜
試

験
を

受
験

し
、

か
つ

入
学

の
意

思
が

あ
る

者
（
１

５
０

名
上

限
）

③
本

研
究

科
に

前
年

度
在

籍
し

、
第

一
種

お
よ

び
第

二
種

特
別

給
付

奨
学

金
の

非
対

象
者

④
第

一
種

～
第

三
種

特
別

給
付

奨
学

金
の

非
対

象
者

で
法

務
研

究
科

に
在

学
す

る
者

⑤
法

曹
と

し
て

将
来

活
躍

が
期

待
さ

れ
る

本
研

究
科

に
在

籍
す

る
学

生
（
２

０
名

程
度

）

①
本

研
究

科
入

学
者

選
抜

に
お

い
て

特
に

優
秀

な
成

績
を

修
め

、
か

つ
入

学
の

意
思

が
あ

る
者

の
中

か
ら

選
考

し
た

者
②

本
研

究
科

入
学

者
選

抜
に

お
い

て
特

に
優

秀
な

成
績

を
修

め
、

か
つ

入
学

の
意

思
が

あ
る

者
の

中
か

ら
選

考
し

た
者

③
本

研
究

科
に

お
け

る
一

定
期

間
の

学
業

成
績

が
特

に
優

秀
と

認
め

ら
れ

る
者

の
中

か
ら

選
考

し
た

者
④

第
一

種
～

第
三

種
特

別
給

付
奨

学
金

の
非

対
象

者
で

法
務

研
究

科
に

在
学

す
る

者
⑤

本
研

究
科

に
在

学
し

当
該

年
度

末
に

修
了

予
定

の
者

で
、

G
P

A
が

２
．

９
０

以
上

か
つ

翌
年

度
の

司
法

試
験

に
出

願
し

た
者

①
給

付
　

入
学

金
を

除
く
学

費
相

当
額

  
  

  
  

  
  

（
年

間
1
7
0
万

円
）

②
給

付
　

入
学

金
を

除
く
学

費
相

当
額

の
半

額
  

  
  

  
  

  
（
年

間
8
5
万

円
）

③
給

付
　

学
費

相
当

額
の

半
額

（
年

間
8
5
万

円
）

④
給

付
　

私
立

大
学

等
経

常
費

補
助

金
に

お
け

る
各

年
度

の
交

付
基

準
に

基
づ

き
、

学
校

法
人

が
別

に
定

め
る

金
額

（
年

間
3
4
万

円
　

※
H

2
4
年

度
実

績
）

⑤
給

付
　

3
0
万

円

私
立

E
大

学

入
学

定
員

3
0
名

①
２

名
を

上
限

①
入

学
試

験
の

成
績

及
び

面
接

に
よ

り
選

考
し

、
奨

学
金

を
貸

与
。

ま
た

、
弁

護
士

資
格

を
取

得
し

、
法

律
事

務
所

等
で

３
年

程
度

の
実

務
経

験
を

積
ん

だ
上

で
、

弁
護

士
過

疎
地

域
に

３
年

間
就

任
し

た
場

合
は

、
決

定
に

よ
り

、
貸

与
金

の
返

還
を

免
除

。

①
貸

与
（
無

利
息

）
　

学
費

相
当

額
を

限
度

と
し

て
最

短
修

業
年

限
の

貸
与

金

各
法
科
大
学
院
に
お
け
る
独
自
の
奨
学
金
制
度
等
の
例
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○ 各法科大学院において、法律実務基礎科目として平均約12単位の修得を課している。（必修又は選択必修科目の計）

（10～14単位に設定している大学が大半を占めている（計６９校））

※全７３大学中の約９５％

○ 法律実務基礎科目として、H２５年度に全７３大学において８１０科目が開講されている。

（必修：３３３科目、選択必修科目：２９６科目、選択科目その他：１８１科目）

○上記の必修科目全３３３科目のうち、３１１科目（約９３．４％）は法曹三者である実務家教員が担当。

（法曹三者が担当していない２２科目の内訳は、「法情報調査」、「法情報処理」、「法情報検索演習」等）

○上記の選択必修科目全２９６科目のうち、２７０科目（約９１．２％）は法曹三者である実務家教員が担当。

（法曹三者が担当していない２６科目の内訳は、「法情報論」、「リサーチペーパー」、「ベンチャー社会と法」、「エクスターンシップ」等）

○上記の選択科目等全１８１科目のうち、１５６科目（約８６．２％）は法曹三者である実務家教員が担当。

（法曹三者が担当していない２５科目の内訳は、「法情報調査」、「法律英語」、「企業法務論」、「エクスターンシップ」等）

法律実務基礎科目の現状について①

１．法律実務基礎科目に関する最低修得単位数について

２．担当教員について

0 1

23

9

19

6

12

2 1
0

5

10

15

20

25

8 9 10 11 12 13 14 15 16

校
数

最低修得単位数

調査基準日：平成２５年４月１日

（文部科学省調べ）
法律実務基礎科目の現状について②

○ 体験的な法律実務基礎科目については、各大学によって開講形態のばらつきはあるものの、全ての法科大学院において体験的な

法律実務基礎科目が開講されている。

３．体験的な法律実務基礎科目の取扱いについて

11

8

3

24

33

39

45

36

16

15

23

12

13

11

2

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ローヤリング

クリニック

エクスターンシップ

模擬裁判

校数・割合

必修

選択必修

選択

開講せず

模擬裁判 エクスターンシップ クリニック ローヤリング

必修 32.9% 4.1% 11.0% 15.1%

選択必修 49.3% 61.6% 53.4% 45.2%

選択 16.4% 31.5% 20.5% 21.9%

開講せず 1.4% 2.7% 15.1% 17.8%

調査基準日：平成２５年４月１日
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（文部科学省調べ）継続教育の実施状況について①

○ 継続教育に取り組んでいる、または、今後取り組んでいく可能性がある大学は、51大学
（うち、調査時点において継続教育に取り組んでいるのは21大学）

○ 継続教育に取り組んでいる大学の取組の具体的な状況は以下のとおり。（自由記述）

①法曹有資格者に対し、応用的・先端的な授業科目を履修できる場を提供している例

・正規の科目としてではなく、ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＬＡＷ ＳＥＭＩＮＡＲを開講し、継続教育としても法曹資格を修得した者に

広く門戸を開いている。今後も、継続教育については、充実を図っていきたいと考えている。

・日本弁護士連合会に対し10科目程度の科目を開講し、弁護士会員の受講希望者を募集している。

・実務家を対象とした聴講制度を設け、展開・先端科目や基礎法・隣接科目のほか、本法科大学院の特色である外国

法科目を受講可能としている。

・法曹のリカレント教育を目指し、現在法曹界で活躍するものに対し科目等履修生の制度を設け、履修の場を提供して

いる。

②新人弁護士に対する研修の展開や、法律相談・ADRの補助業務の場を提供している例

・法科大学院弁護士研修センター（OATC）を設置、隣接する形で法律事務所を招致し、法科大学院出身の新人弁護

士を所属させて司法修習終了直後の継続教育にあたっている。特に、組織内弁護士を育成することを目指している。

・法務研究科の下部組織「法曹実務研究所」が週２回法律相談を行っている。この法律相談の担当者を法務研究科OB

の弁護士から募り，経験５年以上の弁護士１名を指導に付けて，相談に当たらせている。

・法曹実務研究所と観光研究所が連携して運営する大学直属の組織「観光ADRセンター」で行う調停業務の補助業務

を行う「事件管理者」を法務研究科OB弁護士から募り，十数名が担当している。

調査基準日：平成２５年４月１日

（文部科学省調べ）継続教育の実施状況について②

○ 継続教育に取り組んでいる大学の取組の具体的な状況は以下のとおり。（自由記述）

○ 他方、継続教育に取り組むことを予定していない大学の挙げた理由は以下のとおり。（自由記述）

③法科大学院とは別途設置された「法務研究所」、「司法研究所」等の機関において、実務家同士の情報交換や研鑽を

目的とした場を提供している例

・法科大学院の附属機関である，専門法曹養成研究教育センター（現在は、医事法センター、環境法センター、ジェン

ダー法センター、知的財産法センターの４センター）が企画・実施する研究会が挙げられる。法曹資格を取得した修了

生に対し，この研究会への参加を呼びかけ，また，研究会の講師陣には本法科大学院修了生（現在は弁護士）を招聘

し，専門法曹の継続教育の体制が徐々に構築されつつある。この体制を法科大学院全体としての取組としてさらに発

展させていくことを目標としている。

・法務研究所を併設し、法科大学院の教員も参加した場で、修了生が研究発表を行うことのできる機会を定例的に設け

ている。これは、弁護士同士の幅広い情報交換を可能にすると共に、実務家として研鑽できるリカレント・スクールの役

割を狙ったものである。

④法科大学院教員を講師とする研究会を開催している例

・同窓会と協力して、法科大学院教員を講師とする研究会を実施している。

・継続教育は、研究大学院（博士後期課程）など、別組織が担っている。

・地元弁護士会において既に研修制度が確立されており、需要が見込めない。

・現時点では、在学生を対象とする教育の充実に専念している。

・継続教育に取り組む教員数の余裕がない。

調査基準日：平成２５年４月１日
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H23 H24 H25 H26

受
験
者
数
（
人
）

（年度）

適性試験の実受験者数 学部在学中 法科大学院在学中 その他

• 適性試験の実受験者数は減少傾向にある一方、予備試験の受験者数は増加傾向にある。

• 予備試験の受験者の増は、学部在学中及び法科大学院在学中の受験者の増によるものである。

適性試験受験者数と予備試験受験者数の推移

7,249

6,477 5,967
(-1,282)

7,183
(+706)

4,945
(-1,022)

9,224
(+2,041)

1,434
(22.1%)

2,212
(+778)
(30.8%)

4,767
(+794)
(46.1%)

※

※その他：大学卒業・中退、法科大学院修了・中退、法科大学院以外の大学院修了・在学中・中退、短期大学卒業・在学中・中退、高校卒業・在学中・中退等

3,973
(+1,761)
(43.1%)

10,347
(+1,123)

4,091
(-854)

• 予備試験の合格者数は増加傾向にある。

• 予備試験の合格者の増は、学部在学中及び法科大学院在学中の受験者の増によるものである。

予備試験合格者数の推移

※その他：大学卒業・中退、法科大学院修了・中退、法科大学院以外の大学院修了・在学中
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• 受験者について、学部在学中の者と法科大学院在学中の者を合わせた割合は増加傾向にある。

• 合格者について、学部在学中の者と法科大学院在学中の者を合わせた割合は増加傾向にある。

予備試験受験者・合格者に占める割合の推移

19.1%
(1236)

23.1%
(1657)

26.8%
(2476)

27.8%
(2876)

33.6%
(39)

31.5%
(69)

30.5%
(107)

3.1%
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7.7%
(555)

16.2%
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18.3%
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5.2%
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27.9%
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46.7%
(164)

77.9%
(5043)

69.2%
(4971)

56.9%
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（年度）

学部在学中 法科大学院在学中 その他 （括弧内は人数）

(6,477) (7,183) (9,224) (351)(116) (219)

※

(10,347)

※その他：大学卒業・中退、法科大学院修了・中退、法科大学院以外の大学院修了・在学中・中退、短期大学卒業・在学中・中退、高校卒業・在学中・中退等

• 出願時、法科大学院に在学中で予備試験を受験した者の割合は、急激な増加傾向にある。

• 特に、平成26年予備試験については、2年次の学生の約5割が出願して3年次に受験した。

法科大学院在学者に占める予備試験受験者の割合の推移

※司法試験委員会の公表データに基づき作成
※在学者数は学校基本調査（各年度の5月1日現在）による
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• 出願時、学部在学中で予備試験を受験した者については、司法試験合格率が上位（累積合格率
が全国平均以上）の14校＊だけで約7割を占める。

• 出願時、法科大学院在学中で予備試験を受験した者については、司法試験合格率が上位の15
校だけで約7割を占める。

平成26年予備試験受験者の実態

一橋大学

3%

東京大学

12%

慶應義

塾大学

11%

京都大学

4%

神戸大学

2%中央大学

17%

千葉大学

1%首都大学東京

1%

北海道大学

3%

大阪大学

3%

名古屋大学

1%

早稲田

大学

9%

東北大学

1%

大阪市立大学

1%

その他

32%

一橋大学

4%

東京大学

9% 慶應義塾大学

8%

京都大学

5%

神戸大学

4%
中央大学

9%
千葉大学

2%
首都大学

東京

2%
北海道大学

3%

愛知大学

0%

大阪大学

4%

名古屋

大学

2%

早稲田

大学

10%
東北大学

1%

大阪市立大学

2%

その他

34%

出願時、法科大学院在学中で予備試験を受験した者の
所属大学の分布

出願時、学部在学中で予備試験を受験した者の
所属大学の分布

66%

大学名 一橋 東京 慶應義塾 京都 神戸 中央 千葉 首都 北海道 愛知 大阪 名古屋 早稲田 東北 大阪市立 その他 合計

学部在学中に
出願した受験者数（人）

77 348 317 112 65 478 26 15 94 不明 78 31 260 27 31 917 2876

法科大学院在学中に
出願した受験者数（人）

72 178 156 91 71 178 37 44 49 7 78 45 187 21 29 648 1891

68%

※司法試験委員会の公表データに基づき作成

＊累積合格率が全国平均以上の法科大学院は15校あるが、うち1校は短答合格者がおらず受験者数が公表されていないため除く

• 出願時、学部在学中で予備試験に合格した者については、合格者数が上位の5校だけで約8割を
占める。

• 出願時、法科大学院在学中で予備試験に合格した者については、合格者数が上位の5校だけで
約7割を占める。

平成25年予備試験合格者の実態

東京大学

38%

中央大学

18%

慶應義塾大学

17%

一橋大学

5%

京都大学

5%

その他

17%
東京大学

26%

慶應義塾大学

18%

中央

大学

9%
一橋大学

8%

京都大学

7%

その他

32%

出願時、法科大学院在学中で予備試験に合格した者の
所属大学の分布

出願時、学部在学中で予備試験に合格した者の
所属大学の分布

68%

大学名 合格者数（人）

東京大学 43

慶應義塾大学 29

中央大学 15

一橋大学 13

京都大学 12

その他（25校） 52

合計 164

83%

大学名 合格者数（人）

東京大学 41

中央大学 19

慶應義塾大学 18

一橋大学 6

京都大学 5

その他（12校） 18

合計 107

※司法試験委員会の公表データに基づき作成
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25歳以上の予備試験受験者数の推移

年齢は各年12月31日時点

全体

職種別 年齢別

法科大学院生・大学生以外 法科大学院生・大学生
24歳以下 25歳以上

無職 会社員 公務員 自営業
法律事務所
事務員 塾講師 教職員

法科大学院生
以外大学院生 その他 合計 大学生 法科大学院生 合計

H23
受
験
者

6,477 2,153 1,287 599 335 179 117 73 24 300 5,067 1,218 192 1,410 1,175 5,302

H24
受
験
者

7,183 2,122 1,236 618 337 174 135 71 24 304 5,021 1,636 526 2,162 1,755 5,428

H25
受
験
者

9,224 2,198 1,351 633 346 184 153 72 26 361 5,324 2,444 1,456 3,900 2,935 6,289

H26
受
験
者

10,347 2,298 1,436 700 377 211 145 67 34 395 5,663 2,838 1,846 4,684 3,490 6,857

(単位：人）

• 法科大学院生・大学生以外の受験者数は、これまで約5～6千人で推移し、かつ増加傾向にある。

• 上記受験者については、25歳以上の者の占める割合が大きいと推測されるところ、25歳以上の
受験者数は、これまで約5～7千人で推移し、かつ増加傾向にあることから、法科大学院生・大学
生以外の受験者の傾向と一致する。

※内閣官房法曹養成制度改革推進室の公表資料に基づき作成

予備試験経由での司法試験合格者数の推移

※その他：大学卒業・中退、法科大学院修了・中退、法科大学院以外の大学院修了・在学中
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その他 法科大学院在学中 学部在学中

• 予備試験経由での司法試験合格者数は増加傾向にある。

• 予備試験経由での司法試験合格者の増は、特に法科大学院在学中の合格者の増によるものである。

※

119
(+45)

74
(+40)

34

58

120
(+62)

163
(+43)
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予備試験経由での司法試験合格率の推移

※その他：大学卒業・中退、法科大学院修了・中退、法科大学院以外の大学院修了・在学中

92.9%

97.6%
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94.3%
92.3%
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学部在学中 法科大学院在学中 その他 平均

• 学部在学中又は法科大学院在学中の予備試験合格者の司法試験合格率は、約90％を超える。

• 上記以外の予備試験合格者の司法試験合格率は、急激な低下傾向にあり、40％に満たない。

※

• 予備試験経由での司法試験合格者は年々増加し、全体の約9％を占めるまでになっている。

• 上記のうち、出願時、学部在学中又は法科大学院在学中の者を除くと、予備試験経由での司法
試験合格者が占める割合は約2％となる。

司法試験合格者の推移と実態

※その他：大学卒業・中退、法科大学院修了・中退、法科大学院以外の大学院修了・在学中

司法試験合格者の内訳

法科大学院経由

97%（2,044人）

予備試験経由

3%（58人）

法科大学院在学中

0.3%（8人）

学部在学中

1%（26人）
その他※

1%（24人）

H24

法科大学院経由

94%（1,929人）

予備試験経由

6%（120人）

法科大学院在学中

2%（33人）

学部在学中

2%（41人）
その他※

2%（46人）

H25

法科大学院経由

91%（1,647人）

予備試験経由

9%（163人）

法科大学院在学中

4%（72人）

学部在学中

3%（47人）
その他※

2%（44人）

H26

予備試験経由の

59%

予備試験経由の

62%

予備試験経由の

73%
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予備試験に関するアンケート調査回答結果

上位群：司法試験の累積合格率が全国平均以上の大学群
中位群：司法試験の累積合格率が全国平均未満～全国平均の半分以上の大学群
下位群：司法試験の累積合格率が全国平均の半分未満の大学群

調査結果全体について

各法科大学院からの主な回答について

文部科学省において、全ての法科大学院を対象に、予備試験を利用して法曹を目指す学生の動向等に関する状況について、自由記述により調査を実施

さらに、自由記述により得られた回答の内容について、改めて各法科大学院における該当の有無の調査を実施

• 予備試験に対する懸念を表明した大学： 54校／73校 （70%）

• 上記のうち上位群： 12校／15校 （80%）

• 上位群の在学生の予備試験受験率※： 22% >> 下位群の在学生の予備試験受験率※： 10%

※司法試験委員会等の公表データに基づき算出

予備試験実施日程前後に法科大学院学生が欠席する、予習が疎かになり、数が大きくなれ
ば悪影響が強く懸念される。

45.2%
73.3%

42.9%
30.4%

53.4%
20.0%

57.1%
69.6%

1.4%
6.7%

0.0%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（73校）

上位群（15校）

中位群（35校）

下位群（23校）

該当

非該当

未回答

予備試験が併存している関係で、法科大学院在学生の中で、特に成績のよい学生を中心
に、予備試験の受験準備を行う傾向が広く認められる。こうした学生の準備活動は、法科大
学院の教育課程が予定している学修以外の作業に時間を消費させる結果となっており、法科
大学院教育の深化を妨げている。

32.9%
53.3%

28.6%
26.1%

65.8%
40.0%

71.4%
73.9%

1.4%
6.7%

0.0%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（73校）

上位群（15校）

中位群（35校）

下位群（23校）

該当

非該当

未回答

最大の影響は、司法試験を目指す学生が法科大学院より予備試験の方がよいと判断して、法
科大学院への進学を目指さなくなっていることである。現在では、多くの学生の意識は、まず
予備試験を第一に考え、法科大学院への進学は、予備試験に合格しなかったときか、あるい
は自分で勉強することに自信が持てない法科大学院で教えてもらいたいと考える学生に限ら
れる傾向が出ている。そのため、減少傾向にある法科大学院の志願者数が、輪をかけて減少
することになり、法科大学院において志願者を確保することが非常に難しくなっている。

予備試験合格を機に休学して、事実上大学施設の利用を続けた上で司法試験を受験し、合
格した暁に退学したい、との希望を申し出たケースがある。

15.1%
33.3%

11.4%
8.7%

84.9%
66.7%

88.6%
91.3%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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全体（73校）

上位群（15校）

中位群（35校）

下位群（23校）

該当

非該当

未回答

78.1%
60.0%

85.7%
78.3%

20.5%
40.0%

11.4%
21.7%

1.4%
0.0%

2.9%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（73校）

上位群（15校）

中位群（35校）

下位群（23校）

該当

非該当

未回答

38.4%
40.0%

45.7%
26.1%

61.6%
60.0%

54.3%
73.9%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（73校）

上位群（15校）

中位群（35校）

下位群（23校）

該当

非該当

未回答

法科大学院では必ず履修すべきものとされている「基礎法学・隣接科目」「展開・先端科目」が
予備試験の科目として置かれていないため、予備試験ルートの方が勉強すべき範囲が狭い。
このことが法科大学院においても「基礎法学・隣接科目」「展開・先端科目」を軽視する傾向が
広まる要因となっている。

現行の法曹養成課程の仕組みの比較

• 法曹養成のための中核的な教育機関である法科大学院からは、学部教育を前提に、原則３年の大学院教育、１回の
試験、１年の司法修習を経て法曹になるのに対し、予備試験からは、前提となる教育を限定せず、２回の試験、１年の
司法修習を経て法曹になる仕組みとなっている。

法
科
大
学
院

予
備
試
験

法科大学院

司
法
試
験

司
法
試
験

予
備
試
験

司法修習

司法修習

３年 （or ２年） １年

１年

（４年）

（最短１年）

※学部教育を前提に、３（or２）年の大学院教育、１回の試験、１年の司法修習を経て、法曹へ

※ ２回の試験、１年の司法修習を経て、法曹へ

自学自習・実務経験

予備校

在学生（法科大学院、学部）

など

法

曹
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予備試験の法令上の位置付けとそれを踏まえた試験の概要
■司法試験法（昭和２４年５月３１日法律第１４０号）
（司法試験予備試験）

第五条 司法試験予備試験（以下「予備試験」という。）は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者（注：法科大学院修了生）と同等の学識及びその

応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。

２ 短答式による筆記試験は、次に掲げる科目について行う。

一 憲法

二 行政法

三 民法

四 商法

五 民事訴訟法

六 刑法

七 刑事訴訟法

八 一般教養科目

３ 論文式による筆記試験は、短答式による筆記試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。

一 前項各号に掲げる科目

二 法律実務基礎科目（法律に関する実務の基礎的素養（実務の経験により修得されるものを含む。）についての科目をいう。次項において同じ。）

４ 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定に意を用い、法律実務基礎科目につい

て行う。

５ 前三項に規定する試験科目については、法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。

【参考】 司法試験の目的（司法試験法第一条）
「司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする」旨規定

短答式試験 論文式試験 口述試験

科目 試験時間 問題数 配点

法律基本科目

憲法、行政法：1時間

民法、商法、民事訴訟法：
1時間30分

刑法、刑法刑訴法：1時間

各科目
10～15問程度

各科目
30点

一般教養科目 1時間30分

人文、社会、自然、
英語の分野からの
43問のうち20問を
選択して解答

60点

※法務省の公表資料に基づき作成

科目 試験時間 問題数 配点

法律基本科目

憲法、行政法：2時間20分

民法、商法、民事訴訟法：
3時間20分

刑法、刑法刑訴法：
2時間20分

各科目
1問 各科目

50点

一般教養科目 1時間 1問

実務基礎科目 民事及び刑事：3時間
各科目
1問

各科目
50点

民事及び刑事の
２分野で実施

法科大学院の授業科目と予備試験・司法試験の試験科目

• 法科大学院では、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目の全てにわたって授業科目を開設する
とともに、学生の授業科目の履修がいずれかに過度に偏ることにないよう配慮するものとされている。

• 予備試験では、短答式試験において憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、一般教養科目についての、論文
式試験において憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、一般教養科目、法律実務基礎科目についての、口述
試験において法律実務基礎科目についての試験が行われる。

• 司法試験では、短答式試験において公法系科目、民事系科目、刑事系科目についての、論文式試験において公法系科目、民事系
科目、刑事系科目、選択科目についての試験が行われる。

法科大学院

標準修了要件単位数
93単位

法律基本科目
54単位（公法系10単位、民事系32単位、刑事系12単位）

展開・先端科目
1/4～1/3程度

法律実務基礎科目
9単位程度

基礎法学・隣接科目
4単位程度

※法科大学院の各授業科目の単位数は、「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ」
（平成14年1月22日 法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会）において掲げられた目安。

（学部教育）

司法試験

短答式

論文式

公法系科目、民事系科目、刑事系科目

公法系科目、民事系科目、刑事系科目
選択科目

（倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法〔公法系〕、国際関係法〔私法系〕から1科目選択）

予備試験

短答式

論文式

口述式

憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法 一般教養科目

憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法 一般教養科目

法律実務基礎科目

法律実務基礎科目

≈
≈
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公的機関に関する国家資格等に係る受験資格制限等の状況

立法 （国会議員、政策担当秘書）

国会議員選挙
被選挙権

【衆議院議員】 日本国民で満25歳以上であること。
【参議院議員】 日本国民で満30歳以上であること。

政策担当秘書資格試験

受験資格

最終合格者発表現在において65歳未満の者で、かつ、次のいずれかに該当する者
a. 大学（短期大学を除く。）を卒業した者及び試験年度の３月までに大学卒業見込みの者
b. 国会議員政策担当秘書資格試験委員会がa.に掲げる者と同等以上の学力があると認める者

司法 （法曹）

司法試験
受験資格

①受験時において法科大学院の課程を修了し，かつ，5年間の期間において受験回数制限（3回）の範囲内である者
又は②司法試験予備試験に合格した者

司法試験予備試験
受験資格 制限なし

行政 （公務員）

国家公務員試験
受験資格

【総合職試験（院卒者試験）】 30歳未満の者で次に掲げるもの
(1) 大学院修士課程又は専門職大学院専門職学位課程を修了した者及び試験年度の3月

までに大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了する見込みの者
(2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

【総合職試験（大卒程度試験）】 (1) 21歳以上30歳未満の者
(2) 21歳未満の者で次に揚げるもの
ア 大学を卒業した者及び試験年度の3月までに大学を卒業する見込みの者
イ 人事院が(1)に揚げる者と同等の資格があると認める者

【参考】 医師

医師国家試験
受験資格

(1) 学校教育法に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者（試験年度の3月までに卒業する見込みの者
を含む。）

(2) 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの（試験
年度の3月までに実地修練を終える見込みの者を含む。）

(3) 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が（1）又は（2）に掲げる者と同等以上の
学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの

医師国家試験予備試験

受験資格 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が適当と認定したもの

予備試験のある国家資格に係る受験資格制限の状況

司法試験予備試験
受験資格 制限なし

司法試験を受けようとする者が法科大学院を修了した者と
同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の
基礎的素養を有するかどうかを判定する。

医師国家試験予備試験
受験資格

外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で
あって、厚生労働大臣が適当と認定したもの

（特定の条件を備えた者が医師国家試験の受験資格を得る
ための試験）

歯科医師国家試験予備試験

受験資格
外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を
得た者であって、厚生労働大臣が適当と認定したもの

（特定の条件を備えた者が歯科医師国家試験の受験資格を
得るための試験）

獣医師国家試験予備試験

受験資格
外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た
者であって、獣医事審議会が適当と認定したもの

（特定の条件を備えた者が獣医師国家試験の受験資格を得
るための試験）

【参考】

高等学校卒業程度認定試験

受験資格

16歳以上になる大学入学資格のない人
※ 18歳になる前に全ての科目に合格した場合、18歳の誕

生日から合格者になる

様々な理由で、高等学校を卒業できなかった者等の学習成果を
適切に評価し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるか
どうかを認定する。合格者は大学・短大・専門学校の受験資格が
与えられる。また、高等学校卒業者と同等以上の学力がある者とし
て認定され、就職、資格試験等に活用することができる。

弁護士資格認定制度
法務大臣の認定を受ける
ための要件

下記のいずれかを満たし、日弁連が実施する研修を修了したこと
• 司法試験合格後、簡裁判事、国会議員、内閣法制局参事官、大学の

法律学の教授等に在った期間が通算5年以上
• 司法試験合格後、法律関係事務を処理する企業法務の担当者、公務

員等に従事した期間が通算7年以上
• 検察官特別考試合格後、検察官（副検事を除く。）の職に在った期間

が通算5年以上 等

弁護士資格は、原則、司法試験に合格し、司法修習を終了した者
に付与されるが、その特例として、法務大臣の認定を受けた者に
弁護士資格が付与される。
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医師と法曹の養成課程の比較

3年 （or 2年）4年

司
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■医師養成の場合

■法曹養成の場合

受
験
資
格
認
定

外国の医学校を卒業し、又は
外国において医師免許を得た者

※ 審査の結果、医師国家試験と予備試験の
いずれの受験も認められない場合がある

■司法制度改革審議会意見書（平成１３年６月）
『経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも、法曹資格取得のための適切な途を確保すべきである』旨提言

■法曹養成検討会／新司法試験の在り方について（意見の整理）（平成１４年３月）
『予備試験については、例えば、「納税証明書」や「経歴書」を提出させて受験資格を認定すべきであるなどの意見が出されたものの、具体的な受験資格の範囲の確定

や実際の認定業務が困難であることなどから、予備試験の受験資格を制限する方法ではなく、予備試験の内容、方法等を工夫し、「法科大学院を中核とする新たな法

曹養成制度の趣旨を損ねることのないよう配慮しつつ」制度設計を行うものとする』旨整理。

■与党三党合意事項（平成１４年７月）
「予備試験には受験資格を設けない」、「予備試験は、プロセス養成としての法曹養成制度を損なうものであってはならず、・・・（中略）・・・法科大学院修了者と同等の能

力等を有することを確認できる内容とする」、「本試験においては、法科大学院修了者であるか予備試験合格者であるかを問わず、同一の基準により合否を判定する」、

「予備試験のあり方について更に検討する」旨合意。

■衆参両院法務委員会附帯決議（平成１４年１１月）
（衆・法務委）

「四 新しい司法試験制度の実施に当たっては、法科大学院を中核とする法曹養成制度の理念を損ねることのないよう、司法試験予備試験の運用に努めるとともに、法科

大学院における幅広く多様な教育との有機的な連携の確保に配慮すること」旨決議。

（参・法務委）

「三 新しい司法試験制度の実施に当たっては、法科大学院における幅広く多様な教育が適正に評価されるものとなるよう努めるとともに、司法試験予備試験の運用につ

いては、予備試験が経済的事情等の理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得の道を確保しようとするものであり、法科大学院が法曹養成制度の中核で

あるとの理念を損ねることのないよう十分配慮すること」旨決議。

■法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律（平成１４年１２月）
「（法曹養成の基本理念） 第二条 一 法科大学院（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な

学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。）において、法曹の養成のための中核的な教育機関として、各法科大学院の創意をもって、入学者の適性の

適確な評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力

（弁論の能力を含む。次条第三項において同じ。）並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、その上で厳

格な成績評価及び修了の認定を行うこと」旨規定。

■規制改革推進のための３か年計画（再改定）（平成２１年３月閣議決定）
「また、本試験において公平な競争となるようにするため、予備試験合格者数について、事後的には、資格試験としての予備試験のあるべき運用にも配意しながら、予備

試験合格者に占める本試験合格者の割合と法科大学院修了者に占める本試験合格者の割合とを均衡させるとともに、予備試験合格者数が絞られることで実質的に予

備試験受験者が法科大学院を修了する者と比べて、本試験受験の機会において不利に扱われることのないようにする等の総合的考慮を行う」旨決定。

■参議院法務委員会附帯決議（平成２６年５月）
「三 予備試験制度創設の趣旨と現在の利用状況とがかい離している点に鑑み、本来の趣旨を踏まえて予備試験制度の在り方を早急に検討し、その結果に基づき所要

の方策を講ずること」旨決議。

司法試験予備試験に係るこれまでの主な検討経緯
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法曹養成制度改革推進室作成

○予備試験合格を理由とした中退
【平成23年度】

上位5校
上位校

(上位5校除く) 中位校 下位校 総計 上位5校
上位校

(上位5校除く) 中位校 下位校 総計

　全　体 0人 0人 1人 2人 3人 0校 0校 1校 2校 3校

　　1年次 0人 0人 0人 1人 1人 0校 0校 0校 1校 1校

　　2年次 0人 0人 0人 1人 1人 0校 0校 0校 1校 1校

　　3年次 0人 0人 1人 0人 1人 0校 0校 1校 0校 1校

【平成24年度】

上位5校
上位校

(上位5校除く) 中位校 下位校 総計 上位5校
上位校

(上位5校除く) 中位校 下位校 総計

　全　体 7人 1人 0人 1人 9人 3校 1校 0校 1校 5校

　　1年次 0人 0人 0人 0人 0人 0校 0校 0校 0校 0校

　　2年次 7人 1人 0人 1人 9人 3校 1校 0校 1校 5校

　　3年次 0人 0人 0人 0人 0人 0校 0校 0校 0校 0校

【平成25年度】

上位5校
上位校

(上位5校除く) 中位校 下位校 総計 上位5校
上位校

(上位5校除く) 中位校 下位校 総計

　全　体 2人 1人 1人 0人 4人 1校 1校 1校 0校 3校

　　1年次 0人 0人 0人 0人 0人 0校 0校 0校 0校 0校

　　2年次 1人 0人 1人 0人 2人 1校 0校 1校 0校 2校

　　3年次 1人 1人 0人 0人 2人 1校 1校 0校 0校 2校

○司法試験合格(予備試験合格の資格）を理由とした中退
【平成24年度】

上位5校
上位校

(上位5校除く) 中位校 下位校 総計 上位5校
上位校

(上位5校除く) 中位校 下位校 総計

　全　体 13人 1人 0人 0人 14人 2校 1校 0校 0校 3校

　　1年次 0人 0人 0人 0人 0人 0校 0校 0校 0校 0校

　　2年次 9人 0人 0人 0人 9人 2校 0校 0校 0校 2校

　　3年次 4人 1人 0人 0人 5人 1校 1校 0校 0校 2校

【平成25年度】

上位5校
上位校

(上位5校除く) 中位校 下位校 総計 上位5校
上位校

(上位5校除く) 中位校 下位校 総計

　全　体 25人 1人 0人 3人 29人 4校 1校 0校 3校 8校

　　1年次 0人 0人 0人 0人 0人 0校 0校 0校 0校 0校

　　2年次 12人 0人 0人 2人 14人 3校 0校 0校 2校 5校

　　3年次 13人 1人 0人 1人 15人 2校 1校 0校 1校 4校

注）　平成25年度は年度途中であるため，未確定。

注）　1年次：未修者コースの1年生
     　2年次：既修者コースの1年生及び未修者コースの2年生
       3年次：既修者コースの2年生及び未修者コースの3年生

法　科　大　学　院　数

法　科　大　学　院　数

法　科　大　学　院　数

法　科　大　学　院　数

法　科　大　学　院　数

注）　 上位5校：平成25年司法試験の合格率の上位５校
　　　 上位校：平成25年司法試験の合格率が平均以上の法科大学院（上位5校は除く）（９校）
　　　 中位校：上位校及び下位校以外の法科大学院（２７校）
　　　 下位校：平成25年司法試験の合格率が平均の半分未満の法科大学院（３２校）

中　退　者　数

中　退　者　数

中　退　者　数

予備試験・司法試験合格による中退者数等一覧

中　退　者　数

中　退　者　数
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担当 事項 期限

第2
法務省/
閣僚会議

法曹養成課
程における経
済的支援

第4
１ （最高裁）

文科省

（中教審の審議を速やかに開始）
中教審の審議を踏まえ、公的支援の見直し
強化策など、入学定員の削減方策を検討・結
論

実施

閣僚会議
文科省の結論を踏まえ、裁判官及び検察官
等の教員派遣見直し方策を検討・結論

法務省/
（最高裁）

実施/
（実施を期待）

閣僚会議

⑵ 文科省
法曹養成のための充実した教育ができる法
科大学院について行う必要な支援を検討・結
論

実施

文科省

（5年以内に試行開始目標）

⑷ 文科省

第4
3
⑴

法務省

⑵ 閣僚会議

⑶ 閣僚会議

⑷
（法務省司法
試験委員会）

（最高裁）

閣僚会議

あるべき法曹人口について提言をするべくその都度検討するため法曹
人口についての必要な調査を行い、その結果を公表

予備試験の在り方を検討し、結論を得る。

上記最高裁の検討状況等を踏まえつつ、司法修習の更なる充実に向け
た司法修習の在り方について検討

閣僚会議

司法試験の具体的な方式・内容、合格基準・合格者決定の在り方につ
いて、検討体制を整備することを期待

可能な限り、第67期司法修習生から、移転料の支給、集合修習期間中
の入寮、兼業許可の運用緩和の実施を期待

文科省等による施策の進展状況等を見つつ、法的措置の具体的な制度
の在り方について検討・結論

第4
4

第4
2
⑴

⑶

司法修習

法科大学院

司法試験

司法修習生に対する導入的教育や、選択型実務修習を含め司法修習
内容の更なる充実に向けた検討を行うことを期待

文科省の検討を踏まえて、｢共通到達度確認試験（仮称）｣について、そ
の結果に応じて司法試験の短答式試験を免除することを想定して、制度
設計・実施の検討

受験回数制限の緩和（5年以内5回まで）及び短答式試験科目限定（憲
法・民法・刑法）について、司法試験法の改正案の立案作業、国会提出

論文式の試験科目の削減について検討し、結論を得る。

（中教審の審議を速やかに開始）
中教審の審議を踏まえ、「共通到達度確認試験（仮称）」の導入につい
て、基本設計・実施を検討

文科省：その後実施準備➔

法学未修者が基本的な法律科目をより重点的に学ぶことを可能とする
ための仕組みの導入の検討・実施準備

法曹養成制度改革の推進について〈概要〉 平成25年7月16日

項目

第3
今後の法曹人口の
在り方

閣僚会議の下に各分野の有識者等で構成される有識者会議を設け、更
なる活動領域の拡大を図る。

閣僚会議

法曹有資格者の活
動領域の在り方

法
曹
養
成
制
度
の
在
り
方

[実施] 2年以内

2年以内

速やかに

[結論] 1年以内

[実施] 2年以内

[結論] 1年以内

2年以内

[結論] 1年以内

[実施] 2年以内

2年以内

2年以内

1年以内

1年以内

2年以内

2年以内

2年以内

2年以内

2年以内
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